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令和５年度特定労務管理対象機関の指定に係る申請書類等について（通知） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて，良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改

正する法律（令和３年法律第４９号）第３条の規定による改正後の医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第１１３条第１項等の規定により，令和６年４月以降，時間外・休日労働が年間９６０時間

を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は，開設者の申請により，特定労務管理

対象機関【特定地域医療提供機関（Ｂ水準），連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準），技能向

上集中研修機関（Ｃ-１水準）及び特定高度技能研修機関（Ｃ-２水準）】として都道府県知事の指定

を受ける必要があります。 

この指定に係る令和５年度の申請書類や提出期限等については下記のとおりですので，御承知願

います。また，詳細については，下記の県ウェブサイトに，随時掲載いたしますので，御確認願い

ます。 

 

記 

 

１ 申請書類 

下記の県ウェブサイトに掲載しています。 

 

 

 

 

２ 申請書提出期限 

（１）第１期：令和５年８月３１日（木）  ※令和５年１２月頃指定結果通知 

（２）第２期：令和５年１１月３０日（木） ※令和６年３月頃指定結果通知 

   

宮城県保健福祉部医療人材対策室ウェブサイト 

医師の働き方改革について 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryoujinzai/hataraki.html 



３ 提出先 

下記のいずれかの方法で提出願います。 

なお，確認のため，提出後，医療人材対策室医療環境整備班（022-211-2686）に電話で連絡願

います。 

（１）郵送 

〒980-8570 

仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班 

（２）電子メール 

iryozink@pref.miyagi.lg.jp 

（３）Ｇ-ＭＩＳ（医療機関等情報支援システム） 

提出方法は下記ウェブサイト内「G-MISによる時短計画作成と指定申請説明用動画」

を御確認願います。 

 

 

 

４ 備考 

・ 県への申請前に，国が設置する医療機関勤務環境評価センターを受審する必要があります。

この受審は，必要書類提出から評価結果通知まで４か月程度かかるとされておりますので，県

の申請期限に間に合うように受審願います。（遅くとも令和５年６月頃まで受審申し込み） 

・ 本通知は，令和５年度に県の指定を受ける場合の申請書類等についてお知らせするものです。

令和６年度以降に使用する申請書類等は，後日，改めてお知らせします。 

・ 令和６年４月以降，時間外・休日労働が年間960時間を超える医師がいない医療機関（A水準）

は，この指定を受ける必要はありませんが，全ての医療機関において必要な宿日直許可を取得

するなど，医師の時間外労働上限規制適用に向け適切に御準備願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 宮城県保健福祉部医療人材対策室 医療環境整備班 泉田 

      〒980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

TEL：022-211-2686/FAX：022-211-2694 E-mail：iryozink@pref.miyagi.lg.jp 

いきいき働く医療機関サポートWeb（医師の働き方改革の制度解説） 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation 

mailto:iryozink@pref.miyagi.lg.jp

